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遠
隔
操
作
に
よ
り
点
火
可
能
な
状
態
に
改
造
し
た
緊
急
保
安
炎
筒
、
及
び
福
島
県
か
ら
採
取
し

た
放
射
性
物
質
を
含
有
す
る
土
砂
を
入
れ
放
射
能
標
識
等
の
シ
ー
ル
を
貼
付
し
た
ボ
ト
ル
を
搭

載
し
た
小
型
無
人
飛
行
機
を
首
相
官
邸
屋
上
に
落
下
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
、
火
薬
類
取
締
法

違
反
罪
、
威
力
業
務
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
た
事
例
（
首
相
官
邸
無
人
機
落
下
事
件
判
決
）

東
京
地
裁
平
成
二
八
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六
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定
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（
平
二
七
（
刑
わ
）
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〇
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三
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力
業
務
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締
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反
被
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集
未
登
載
）
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【
事
実
の
概
要
】

被
告
人
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
ず
、
か
つ
、
法
定
の
除

外
事
由
が
な
い
の
に
、
平
成
二
七
年
三
月
下
旬
頃
か
ら
同
年
四
月
七
日

頃
ま
で
の
間
、
被
告
人
方
に
お
い
て
、
火
薬
類
で
あ
る
緊
急
保
安
炎
筒

に
つ
き
、
着
火
部
分
に
ニ
ク
ロ
ム
線
を
取
り
付
け
る
な
ど
し
て
遠
隔
操

作
に
よ
り
電
気
点
火
が
可
能
な
状
態
に
改
造
し
た
。
前
記
緊
急
保
安
炎

筒
は
、
一
本
あ
た
り
約
七
六
グ
ラ
ム
の
火
薬
が
使
用
さ
れ
、
伝
火
薬
か

ら
発
炎
剤
に
炎
が
移
る
と
温
度
約
一
〇
〇
〇
度
く
ら
い
で
五
分
か
ら
六

分
燃
焼
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
第
一
事
実
）。
さ
ら
に
被
告
人

は
、
福
島
県
か
ら
採
取
し
た
放
射
性
物
質
セ
シ
ウ
ム
一
三
四
と
セ
シ
ウ

ム
一
三
七
を
含
有
す
る
土
砂
を
茶
色
ボ
ト
ル
に
入
れ
、
放
射
能
標
識
及

び
放
射
能
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
⽛
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｉ
Ｏ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
⽜

の
文
字
が
印
刷
さ
れ
た
シ
ー
ル
を
貼
付
し
、
前
記
茶
色
ボ
ト
ル
と
前
記

緊
急
保
安
炎
筒
二
本
を
⽛
ド
ロ
ー
ン
⽜
と
称
す
る
小
型
無
人
飛
行
機
一

台
（
以
下
⽛
本
件
ド
ロ
ー
ン
（
1
）⽜）
に
搭
載
す
る
と
と
も
に
、⽛
原
発
再
稼

働
反
対

官
邸
サ
ン
タ
⽜
と
書
か
れ
た
紙
片
を
本
件
ド
ロ
ー
ン
に
貼
付

し
た
。
本
件
ド
ロ
ー
ン
に
は
、
四
枚
の
プ
ロ
ペ
ラ
及
び
四
個
の
プ
ロ
ペ

ラ
ガ
ー
ド
が
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
の
縦
横
は
五
一

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
全
高
は
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。

平
成
二
七
年
四
月
九
日
午
前
三
時
四
〇
分
頃
、
被
告
人
は
、
総
理
大

臣
官
邸
か
ら
約
一
七
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
東
京
都
内
の
駐
車
場
に
お
い

て
、
緊
急
保
安
炎
筒
の
発
火
装
置
を
作
動
さ
せ
ず
に
本
件
ド
ロ
ー
ン
を

遠
隔
操
作
し
、
総
理
大
臣
官
邸
敷
地
の
上
空
ま
で
飛
行
さ
せ
、
本
件
ド

ロ
ー
ン
が
総
理
大
臣
官
邸
敷
地
上
空
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

た
上
、
総
理
大
臣
官
邸
敷
地
内
に
降
下
さ
せ
る
操
作
を
し
て
総
理
大
臣

官
邸
屋
上
に
落
下
さ
せ
た
（
第
二
事
実
）。

同
月
二
二
日
午
前
一
〇
時
二
五
分
頃
、
内
閣
官
房
内
閣
総
務
官
室
総

理
大
臣
官
邸
事
務
所
庁
舎
管
理
担
当
所
長
補
佐
Ａ
は
、
官
邸
の
屋
上
を

視
察
し
た
際
に
本
件
ド
ロ
ー
ン
を
発
見
し
た
。
Ａ
は
警
備
担
当
の
職
員

に
連
絡
し
、
予
定
し
て
い
た
視
察
を
中
止
す
る
と
と
も
に
、
上
司
で
あ

る
官
邸
事
務
所
長
に
状
況
を
説
明
し
て
、
警
察
官
の
事
情
聴
取
を
受
け

る
な
ど
し
た
。
同
官
邸
事
務
所
庶
務
担
当
所
長
補
佐
Ｂ
は
、
同
日
、
年

間
の
業
務
計
画
を
策
定
す
る
な
ど
の
通
常
業
務
に
加
え
、
内
閣
人
事
局

に
対
し
て
官
邸
事
務
所
の
業
務
説
明
等
を
予
定
し
て
い
た
が
、
本
件
ド

ロ
ー
ン
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
業
務
を
中
止
し
、
報

道
機
関
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
対
応
、
国
会
議
員
に
対
す
る
説

明
を
行
う
な
ど
し
た
。

な
お
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
に
搭
載
さ
れ
た
茶
色
ボ
ト
ル
内
の
土
砂
か
ら

は
、
最
大
で
毎
時
一
･〇
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
放
射
線
が
検
出
さ
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れ
、
こ
れ
は
東
京
都
内
の
放
射
線
量
（
毎
時
〇
･〇
三
～
〇
･〇
六
マ
イ

ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
）
の
約
二
〇
倍
の
強
さ
に
相
当
す
る
が
、
直
ち
に
人

体
に
影
響
は
な
い
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
（
2
）。

以
上
の
事
案
に
つ
き
、
被
告
人
は
第
二
事
実
に
関
し
て
威
力
業
務
妨

害
罪
で
起
訴
さ
れ
、
さ
ら
に
第
一
事
実
に
つ
い
て
火
薬
類
取
締
法
違
反

罪
（
無
許
可
製
造
）
で
追
起
訴
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
被
告
人
及
び
弁

護
人
は
、
第
一
事
実
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
が
緊
急
保
安
炎
筒
に
加
え

た
加
工
は
火
薬
類
取
締
法
に
定
め
る
変
形
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
、
第
二

事
実
に
つ
い
て
は
、公
務
は
業
務
妨
害
罪
の
客
体
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
、

威
力
を
用
い
た
と
い
え
な
い
こ
と
、
業
務
を
妨
害
す
る
も
の
と
い
え
な

い
こ
と
、被
告
人
に
威
力
業
務
妨
害
罪
の
故
意
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、

仮
に
業
務
妨
害
罪
が
成
立
す
る
と
し
て
も
、
当
該
行
為
は
憲
法
上
保
障

さ
れ
た
、
平
穏
な
態
様
に
よ
る
請
願
行
為
（
憲
法
第
一
六
条
）
な
い
し

表
現
の
自
由
（
憲
法
第
二
一
条
第
一
項
）
で
保
護
さ
れ
る
行
為
と
し
て

刑
法
第
三
五
条
の
正
当
行
為
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
は
無
罪
で

あ
る
旨
主
張
し
た
。

【
判
旨
】

有
罪
（
懲
役
二
年
執
行
猶
予
四
年
、
小
型
無
人
飛
行
機
一
台
及
び
緊

急
保
安
炎
筒
二
本
没
収
）。

火
薬
類
取
締
法
違
反
罪
（
無
許
可
製
造
）
に
つ
い
て
は
、⽛
変
形
が
火

薬
類
の
製
造
の
一
類
型
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
三
条
）
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、変
形
と
は
火
薬
類
の
実
質
に
変
化
を
加
え
な
い
加
工
を
い
い
、

か
か
る
加
工
で
あ
れ
ば
加
工
の
手
段
や
程
度
を
問
わ
ず
、
変
形
と
認
め

ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

本
件
の
緊
急
保
安
炎
筒
は
が
ん
具
煙
火（
火
薬
類
取
締
法
二
条
二
項
、

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
一
条
の
五
第
六
号
）
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
て
火
薬
類
（
法
二
条
一
項
三
号
ヘ
）
に
あ
た
り
、
被
告
人
が
行
っ

た
改
造
は
、
当
該
緊
急
保
安
炎
筒
に
ニ
ク
ロ
ム
線
を
取
り
付
け
る
な
ど

し
て
遠
隔
操
作
に
よ
っ
て
発
火
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
て
、
火
薬
類
の
実
質
に
変
化
を
加
え
な
い
加
工
に
あ
た
り
、
変
形

と
認
め
ら
れ
る
。⽜
と
し
た
。

公
務
が
業
務
妨
害
罪
の
客
体
に
含
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、⽛
業
務

妨
害
罪
の
客
体
に
は
、
強
制
力
を
行
使
す
る
権
力
的
公
務
は
含
ま
れ
な

い
と
解
さ
れ
る
（
最
高
裁
決
定
昭
和
六
二
年
三
月
一
二
日
刑
集
四
一
巻

二
号
一
四
〇
頁
参
照
）
と
こ
ろ
、
本
件
に
お
い
て
妨
害
の
対
象
と
な
っ

た
職
務
は
、
Ａ
や
Ｂ
ら
官
邸
職
員
が
行
う
官
邸
事
務
所
の
庁
舎
管
理
や

庶
務
な
ど
の
事
務
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
職
務
が
強
制
力
を
行
使
す
る
権

力
的
公
務
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
ら
の
業
務
は
威
力

業
務
妨
害
罪
の
客
体
と
認
め
ら
れ
る
。⽜
と
し
た
。
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威
力
を
用
い
た
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
は
、⽛
威
力
と
は
、
人
の
自
由

意
思
を
制
圧
す
る
に
足
る
勢
力
を
い
う
（
最
高
裁
判
決
昭
和
二
八
年
一

月
三
〇
日
刑
集
七
巻
一
号
一
二
八
頁
参
照
）。
決
し
て
小
さ
い
と
は
い

え
な
い
本
件
ド
ロ
ー
ン
を
一
定
の
速
度
で
落
下
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け

で
発
見
者
に
対
し
て
、
衝
突
の
危
険
な
ど
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
本

件
ド
ロ
ー
ン
に
搭
載
さ
れ
て
い
た
容
器
に
は
、
放
射
性
物
質
を
含
有
す

る
旨
の
表
示
が
あ
り
、
発
見
者
に
対
し
て
、
当
該
容
器
に
生
命
や
身
体

に
危
険
を
与
え
る
よ
う
な
高
線
量
の
放
射
性
物
質
が
在
中
し
て
い
る
と

誤
解
さ
せ
、
被
曝
な
ど
の
危
険
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
本
件
ド

ロ
ー
ン
に
搭
載
さ
れ
て
い
た
緊
急
保
安
炎
筒
は
、
そ
も
そ
も
一
定
時
間

に
わ
た
っ
て
高
温
の
炎
を
出
す
も
の
で
あ
っ
て
一
度
発
火
す
れ
ば
周
囲

に
引
火
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
上
、
一
見
し
て
市
販
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

緊
急
保
安
炎
筒
と
わ
か
る
も
の
で
は
な
く
、
ニ
ク
ロ
ム
線
な
ど
が
取
り

付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、発
見
者
に
対
し
て
、本
件
ド
ロ
ー

ン
に
搭
載
さ
れ
て
い
た
緊
急
保
安
炎
筒
が
爆
発
物
で
あ
る
と
誤
解
さ

せ
、
爆
発
な
ど
の
危
険
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
特
徴

を
備
え
た
本
件
ド
ロ
ー
ン
を
厳
し
い
警
備
が
敷
か
れ
、
我
が
国
の
行
政

執
務
の
拠
点
で
あ
る
官
邸
に
夜
間
落
下
さ
せ
れ
ば
、
発
見
し
た
官
邸
職

員
に
対
し
て
、
何
者
か
が
政
務
に
混
乱
や
危
害
を
加
え
る
た
め
に
ド

ロ
ー
ン
を
用
い
て
被
曝
や
発
火
爆
発
等
を
企
図
し
た
と
の
印
象
を
与
え

得
る
。
こ
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
官
邸
職
員
が
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
に

よ
る
被
曝
や
発
火
爆
発
等
を
恐
れ
て
、
通
常
業
務
を
中
断
し
異
常
事
態

へ
の
対
応
を
必
要
と
す
る
お
そ
れ
は
非
常
に
高
く
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
を

官
邸
に
落
下
さ
せ
る
と
い
う
行
為
は
、
Ａ
ら
官
邸
職
員
の
自
由
意
思
を

制
圧
す
る
に
足
る
勢
力
に
あ
た
る
と
い
え
、
威
力
性
を
充
足
す
る
と
認

め
ら
れ
る
。

弁
護
人
は
、
緊
急
保
安
炎
筒
の
電
気
点
火
装
置
の
電
源
を
入
れ
な

か
っ
た
こ
と
、
ド
ロ
ー
ン
を
墜
落
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
く
着
陸
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
、
ド
ロ
ー
ン
を
着
陸
さ
せ
た
時
間
も
深
夜
で
あ
り

人
の
い
な
い
場
所
に
着
陸
さ
せ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
威
力
性
に
該
当
し

な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
も
っ
て
し
て
も
、
先

に
述
べ
た
本
件
ド
ロ
ー
ン
と
そ
の
搭
載
物
の
特
徴
及
び
落
下
の
態
様
か

ら
す
れ
ば
、
威
力
該
当
性
は
否
定
さ
れ
な
い
。⽜
と
し
た
。

業
務
を
妨
害
し
た
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
は
、⽛
業
務
妨
害
罪
に
お

い
て
は
、
現
に
業
務
妨
害
の
結
果
の
発
生
を
必
要
と
せ
ず
、
業
務
を
妨

害
す
る
に
足
り
る
行
為
が
行
わ
れ
れ
ば
足
り
る
と
解
さ
れ
る
（
最
高
裁

判
決
昭
和
二
八
年
一
月
三
〇
日
刑
集
七
巻
一
号
一
二
八
頁
参
照
）。
本

件
ド
ロ
ー
ン
を
官
邸
に
落
下
さ
せ
る
行
為
は
、
…
…
何
者
か
が
政
務
に

混
乱
や
危
害
を
加
え
る
た
め
に
ド
ロ
ー
ン
を
用
い
て
被
曝
や
発
火
爆
発

等
を
企
図
し
た
と
の
印
象
を
与
え
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
を
発
見
し
た
官
邸
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職
員
が
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
に
よ
る
被
曝
や
発
火
爆
発
等
を
恐
れ
て
、
通

常
業
務
を
中
断
し
異
常
事
態
へ
の
対
応
を
必
要
と
す
る
お
そ
れ
が
非
常

に
高
い
と
い
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
を
官
邸
に
落
下

さ
せ
る
行
為
が
Ａ
ら
官
邸
職
員
に
よ
る
官
邸
事
務
所
の
庁
舎
管
理
等
の

業
務
を
妨
害
す
る
に
足
り
る
行
為
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
な
お
、
こ
れ
に
加
え
、
庁
舎
管
理
業
務
の
一
環
と
し
て
官
邸
及
び

公
邸
の
視
察
を
予
定
し
、
官
邸
の
屋
上
を
視
察
し
て
い
た
Ａ
は
、
本
件

ド
ロ
ー
ン
の
発
見
に
伴
い
、
予
定
し
て
い
た
視
察
を
中
止
す
る
な
ど
通

常
業
務
を
中
断
す
る
と
と
も
に
、
上
司
で
あ
る
官
邸
事
務
所
長
に
状
況

を
説
明
し
て
、
警
察
官
の
事
情
聴
取
を
受
け
る
な
ど
本
件
ド
ロ
ー
ン
の

落
下
に
伴
う
異
常
事
態
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
て
お
り
、
現
に
妨
害
の
結

果
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
庶
務
担
当
業
務
の
一
環
と
し
て
年
間
の
業

務
計
画
を
策
定
す
る
な
ど
の
通
常
業
務
に
加
え
、
内
閣
人
事
局
に
対
し

て
官
邸
事
務
所
の
業
務
説
明
等
を
予
定
し
て
い
た
Ｂ
も
、
本
件
ド
ロ
ー

ン
の
発
見
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
業
務
を
中
止
し
、
報
道
機
関
か
ら
の
問

い
合
わ
せ
に
対
す
る
対
応
、
国
会
議
員
に
対
す
る
説
明
を
行
う
な
ど
本

件
ド
ロ
ー
ン
の
落
下
に
伴
う
異
常
事
態
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
て
お
り
、

現
に
妨
害
の
結
果
が
発
生
し
て
い
る
。

弁
護
人
は
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
の
発
見
に
伴
う
処
理
や
連
絡
は
、
ま
さ

に
Ａ
ら
の
業
務
な
の
で
あ
る
か
ら
、
業
務
を
妨
害
す
る
性
質
の
も
の
で

な
い
し
、
実
際
に
官
邸
職
員
の
意
思
を
制
圧
し
た
も
の
で
な
く
Ａ
ら
の

自
己
判
断
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か

し
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
の
発
見
に
伴
う
処
理
や
連
絡
が
Ａ
ら
の
業
務
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
官
邸
職
員
が
本
来
行
う
予
定
で
あ
っ
た
職
務
を
中

止
な
い
し
変
更
さ
せ
て
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
へ
の
対
応
と
い
う
危
機
対
応

業
務
に
あ
た
ら
せ
る
危
険
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
Ａ
ら
の
業
務

を
妨
害
す
る
も
の
に
あ
た
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
Ａ
ら
は
ま
さ
に
本
件

ド
ロ
ー
ン
が
落
下
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
職
務
内
容
を
変
更
し

て
危
機
対
応
業
務
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
本
件
行
為
に

よ
り
当
該
官
邸
職
員
の
自
由
意
思
が
制
圧
さ
れ
た
と
い
え
る
。⽜
と
し

た
。故

意
に
つ
い
て
は
、⽛
被
告
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
放
射
線
物
質
表
示
入

り
の
容
器
を
作
成
し
緊
急
保
安
炎
筒
を
改
造
し
て
こ
れ
ら
を
本
件
ド

ロ
ー
ン
に
搭
載
し
た
上
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
を
官
邸
に
落
下
さ
せ
て
い
る

か
ら
、
当
該
行
為
が
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
を
発
見
し
た
Ａ
ら
官
邸
職
員
の

自
由
意
思
を
制
圧
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
職
務
を
妨
害
す
る
危
険

を
有
し
て
い
た
こ
と
を
十
分
理
解
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、

故
意
も
認
め
ら
れ
る
。
…
…
被
告
人
に
は
改
造
す
る
な
ど
し
た
緊
急
保

安
炎
筒
を
搭
載
し
て
本
件
ド
ロ
ー
ン
を
降
下
さ
せ
た
と
い
う
外
形
的
事

実
に
つ
い
て
の
認
識
は
あ
り
、
緊
急
保
安
炎
筒
自
体
が
威
力
性
を
有
す
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る
こ
と
、
爆
発
物
と
誤
解
し
う
る
外
見
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
記
の
と
お

り
で
あ
っ
て
、
故
意
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
紙
片
の
存
在

に
気
付
い
て
も
ら
う
行
為
は
、
自
由
意
思
を
制
圧
す
る
行
為
と
両
立
し

う
る
上
、
本
件
紙
片
の
記
載
内
容
は
、
放
射
能
標
識
等
と
あ
い
ま
っ
て
、

さ
ら
に
自
由
意
思
を
制
圧
す
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

故
意
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
障
害
事
由
と
な
ら
な
い
。⽜
と
し
た
。

正
当
行
為
に
よ
る
違
法
性
阻
却
に
つ
い
て
は
、⽛
請
願
行
為
は
、
方
式

や
提
出
先
な
ど
、
具
体
的
な
手
続
が
請
願
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
お

り
（
請
願
法
二
条
及
び
三
条
）、
請
願
行
為
も
こ
れ
ら
の
手
続
に
則
っ
て

行
う
こ
と
が
憲
法
上
予
定
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
本
件
ド

ロ
ー
ン
を
官
邸
に
落
下
さ
せ
る
行
為
は
、
こ
れ
ら
の
手
続
に
沿
っ
て
請

願
す
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
官
邸
職
員
の
自
由
意
思
を
制
圧
す
る
な

ど
し
て
請
願
者
の
意
思
を
伝
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
請
願
権
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
正
当
行
為
と
は
い
え
ず
、
そ
の
違
法
性
は
阻
却
さ

れ
な
い
。

ま
た
、
憲
法
も
表
現
の
自
由
を
絶
対
無
制
限
に
保
障
し
た
も
の
で
は

な
く
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
か
つ
合
理
的
な
制
限
を
是
認
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
手
段
が
他
人
の
権
利
等
の
他
の
法
益
を
不
当
に
害

す
る
よ
う
な
も
の
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件

行
為
は
先
述
の
よ
う
に
官
邸
職
員
の
自
由
意
思
を
制
圧
し
て
対
応
等
を

余
儀
な
く
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
路
上
で
演
説

を
行
っ
た
り
ビ
ラ
を
配
布
す
る
な
ど
代
替
的
な
表
現
手
段
が
あ
る
こ
と

に
か
ん
が
み
て
も
、
本
件
行
為
が
社
会
通
念
上
許
さ
れ
な
い
態
様
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
を
官
邸
に

落
下
さ
せ
る
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
は
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
必
要

か
つ
合
理
的
な
制
限
と
し
て
憲
法
上
是
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当

該
行
為
は
正
当
行
為
に
あ
た
る
と
い
え
ず
、
そ
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ

な
い
。⽜
と
し
た
。

【
評
釈
】

一

本
件
で
問
題
と
な
る
の
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

第
一
は
、
公
務
員
の
執
行
す
る
⽛
公
務
⽜
が
、
業
務
妨
害
罪
の
客
体

で
あ
る
⽛
業
務
⽜
に
含
ま
れ
う
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
公
務
の
執
行

に
対
し
、
暴
行
・
脅
迫
を
手
段
と
し
て
こ
れ
を
妨
害
し
た
場
合
に
は
、

公
務
執
行
妨
害
罪
（
刑
法
第
九
五
条
第
一
項
）
が
成
立
す
る
。
一
方
、

暴
行
・
脅
迫
に
は
及
ば
な
い
程
度
の
威
力
・
偽
計
を
手
段
と
し
て
こ
れ

を
妨
害
し
た
場
合
に
は
、⽛
暴
行
又
は
脅
迫
を
加
え
た
⽜
こ
と
を
構
成
要

件
と
す
る
公
務
執
行
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

し
か
し
威
力
業
務
妨
害
罪
（
刑
法
第
二
三
四
条
）
や
偽
計
業
務
妨
害
罪

（
刑
法
第
二
三
三
条
）
で
あ
れ
ば
成
立
を
認
め
る
余
地
は
あ
る
の
か
が
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議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
公
務
は
業
務
に
含
ま
れ
う
る
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
き
、
判
例
は
、
公
務
員
で
あ
る
小
学
校
長
の
学
校
業
務
は

業
務
に
含
ま
れ
な
い
と
し
た
も
の
（
3
）、
公
務
員
で
は
な
い
郵
便
集
配
人
の

郵
便
集
配
業
務
は
業
務
に
含
ま
れ
る
と
し
た
も
の
（
4
）、
国
鉄
の
運
行
業
務

は
業
務
に
含
ま
れ
る
が
警
察
官
の
職
務
は
含
ま
れ
な
い
と
し
た
も
の
（
5
）な

ど
が
あ
り
、
そ
の
立
場
に
大
き
な
変
遷
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
6
）。
も
っ

と
も
、
近
年
の
判
例
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
問
題
と
な
る
公
務
が
、
強

制
力
を
行
使
す
る
権
力
的
公
務
に
該
当
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く

と
も
威
力
業
務
妨
害
罪
の
業
務
に
は
含
ま
れ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

最
判
昭
和
六
二
年
三
月
一
二
日
刑
集
四
一
巻
二
号
一
四
〇
頁
（
新
潟

県
議
会
事
件
）
は
、
新
潟
県
議
会
に
お
け
る
総
務
文
教
委
員
会
の
委
員

長
や
委
員
ら
が
、
同
県
の
条
例
改
正
案
の
審
議
、
採
決
の
た
め
、
同
県

庁
舎
内
の
委
員
会
室
に
お
い
て
着
席
し
他
の
委
員
の
到
着
を
ま
っ
て
開

会
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
ら
約
二
〇
〇
名
の
労
働
組
合

員
ら
が
委
員
会
室
に
侵
入
し
、
罵
声
を
浴
び
せ
、
机
を
叩
く
な
ど
し
た

う
え
、
委
員
長
の
退
室
要
求
も
無
視
し
て
同
室
内
を
占
拠
し
、
議
案
審

議
、
採
決
を
一
時
不
能
に
し
た
事
案
に
つ
い
て
、⽛
本
件
に
お
い
て
妨
害

の
対
象
と
な
つ
た
職
務
は
、
新
潟
県
議
会
総
務
文
教
委
員
会
の
条
例
案

採
決
等
の
事
務
で
あ
り
、
な
ん
ら
被
告
人
ら
に
対
し
て
強
制
力
を
行
使

す
る
権
力
的
公
務
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
右
職
務
が
威
力
業
務
妨

害
罪
に
い
う
⽝
業
務
⽞
に
当
た
る
と
し
た
原
判
断
は
、
正
当
で
あ
る
⽜

と
し
て
、
威
力
業
務
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
た
。

最
判
平
成
一
二
年
二
月
一
七
日
刑
集
五
四
巻
二
号
三
八
頁
は
、
被
告

人
が
、
公
職
選
挙
法
上
の
選
挙
長
の
立
候
補
届
出
受
理
業
務
を
妨
害
し

よ
う
と
し
て
、
立
候
補
届
出
を
す
る
と
称
し
、
立
候
補
届
出
人
受
付
順

位
を
決
定
す
る
く
じ
の
実
施
や
、立
候
補
届
出
の
必
要
書
類
の
作
成
を
、

偽
計
や
威
力
を
用
い
て
故
意
に
遅
延
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、⽛
本
件

に
お
い
て
妨
害
の
対
象
と
な
っ
た
職
務
は
、
公
職
選
挙
法
上
の
選
挙
長

の
立
候
補
届
出
受
理
事
務
で
あ
り
、
右
事
務
は
、
強
制
力
を
行
使
す
る

権
力
的
公
務
で
は
な
い
⽜
と
し
て
、
業
務
妨
害
罪
（
第
二
三
三
条
、
第

二
三
四
条
）
の
成
立
を
認
め
た
。

最
判
平
成
一
四
年
九
月
三
〇
日
刑
集
五
六
巻
七
号
三
九
五
頁
は
、
新

宿
西
口
地
下
通
路
上
に
お
い
て
、
多
数
の
路
上
生
活
者
が
段
ボ
ー
ル
小

屋
を
置
い
て
起
居
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
東
京
都
は
通
行
人
の
利
便
性
を

高
め
る
目
的
で
新
宿
駅
西
口
地
下
通
路
に
⽛
動
く
歩
道
⽜
を
設
置
し
よ

う
と
計
画
し
、
路
上
生
活
者
を
自
主
的
に
退
去
さ
せ
た
後
で
段
ボ
ー
ル

や
ゴ
ミ
を
撤
去
す
る
作
業
を
行
お
う
と
し
、こ
れ
に
対
し
被
告
人
ら
が
、

工
事
を
実
力
で
阻
止
し
よ
う
と
し
て
バ
リ
ケ
ー
ド
を
構
築
し
て
座
り
込
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み
、
鶏
卵
、
花
火
等
を
投
げ
つ
け
消
化
器
を
噴
射
し
怒
号
す
る
な
ど
し

た
事
案
に
つ
い
て
、⽛
本
件
に
お
い
て
妨
害
の
対
象
と
な
っ
た
職
務
は

…
…
環
境
整
備
工
事
で
あ
っ
て
、
強
制
力
を
行
使
す
る
権
力
的
公
務
で

は
な
い
か
ら
、
刑
法
二
三
四
条
に
い
う
⽝
業
務
⽞
に
当
た
る
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
り
…
…
こ
の
こ
と
は
、
…
…
段
ボ
ー
ル
小
屋
の
中
に
起

居
す
る
路
上
生
活
者
が
警
察
官
に
よ
っ
て
排
除
、
連
行
さ
れ
た
後
、
そ

の
意
思
に
反
し
て
そ
の
段
ボ
ー
ル
小
屋
が
撤
去
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て

も
異
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。⽜
と
し
て
、
威
力
業
務
妨
害
罪
の

成
立
を
認
め
た
。

そ
し
て
本
判
決
も
ま
た
、
上
掲
最
判
昭
和
六
二
年
三
月
一
二
日
を
引

用
し
て
⽛
業
務
妨
害
罪
の
客
体
に
は
、
強
制
力
を
行
使
す
る
権
力
的
公

務
は
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
⽜
と
し
た
う
え
で
、
Ａ
ら
の
官
邸
事
務

所
の
庁
舎
管
理
や
庶
務
な
ど
の
事
務
は
権
力
的
公
務
で
な
い
と
し
て
、

当
該
公
務
を
⽛
業
務
⽜
に
含
め
て
威
力
業
務
妨
害
罪
の
客
体
と
し
て
認

め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、⽛
権
力
的
公
務
⽜
か
否
か
を
判
断
基
準
と
す

る
本
判
決
の
解
釈
は
、近
年
の
判
例
の
立
場
に
沿
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
公
務
が
威
力
業
務
妨
害
罪
の
業
務
に
加
え
て
、
偽
計
業

務
妨
害
罪
の
業
務
に
も
含
ま
れ
う
る
か
は
検
討
を
要
す
る
。

東
京
高
判
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
高
刑
集
六
二
巻
一
号
二
一
頁

は
、
被
告
人
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
掲
示
板
に
お
い
て
一
週
間
以
内
に

土
浦
駅
に
お
い
て
無
差
別
殺
人
を
実
行
す
る
旨
の
虚
構
の
犯
罪
予
告
を

し
、
こ
れ
を
閲
覧
し
た
者
か
ら
の
通
報
を
介
し
て
警
察
官
八
名
が
駅
構

内
及
び
そ
の
周
辺
等
へ
の
出
動
、警
戒
等
に
従
事
し
た
事
案
に
つ
い
て
、

⽛
最
近
の
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
、⽝
強
制
力
を
行
使
す
る
権
力
的
公
務
⽞

が
本
罪
に
い
う
業
務
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
暴
行
・
脅

迫
に
至
ら
な
い
程
度
の
威
力
や
偽
計
に
よ
る
妨
害
行
為
は
強
制
力
に

よ
っ
て
排
除
し
得
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
本
件
の
よ
う
に
、
警
察
に
対

し
て
犯
罪
予
告
の
虚
偽
通
報
が
な
さ
れ
た
場
合
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
掲

示
板
を
通
じ
て
の
間
接
的
通
報
も
直
接
的
一
一
〇
番
通
報
と
同
視
で
き

る
。）、
警
察
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
看
破
で

き
な
い
限
り
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
徒
労
の
出
動
・
警
戒
を
余
儀
な
く

さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
虚
偽
通
報
さ
え
な
け
れ

ば
遂
行
さ
れ
た
は
ず
の
本
来
の
警
察
の
公
務
（
業
務
）
が
妨
害
さ
れ
る

（
遂
行
が
困
難
な
ら
し
め
ら
れ
る
）
の
で
あ
る
。
妨
害
さ
れ
た
本
来
の

警
察
の
公
務
の
中
に
、
仮
に
逮
捕
状
に
よ
る
逮
捕
等
の
強
制
力
を
付
与

さ
れ
た
権
力
的
公
務
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
強
制
力
は
、

本
件
の
よ
う
な
虚
偽
通
報
に
よ
る
妨
害
行
為
に
対
し
て
行
使
し
得
る
段

階
に
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
妨
害
行
為
を
排
除
す
る
働
き
を
有
し
な
い

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
、
妨
害
さ
れ
た
警
察
の
公

務
（
業
務
）
は
、
強
制
力
を
付
与
さ
れ
た
権
力
的
な
も
の
を
含
め
て
、
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そ
の
全
体
が
、
本
罪
に
よ
る
保
護
の
対
象
に
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
⽜
と
し
て
、
偽
計
業
務
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
た
。
東
京
高
判

平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
は
、⽛
強
制
力
を
付
与
さ
れ
た
権
力
的
な
も

の
を
含
め
て
、
そ
の
全
体
⽜
が
業
務
に
含
ま
れ
る
と
し
て
い
る
か
ら
、

公
務
は
す
べ
て
、
偽
計
業
務
妨
害
罪
の
業
務
に
含
ま
れ
る
と
の
立
場
に

立
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
、
学
説
上
は
激
し
い
対
立
が
あ
る
。

積
極
説
は
、
刑
法
は
と
く
に
業
務
に
つ
い
て
も
公
務
に
つ
い
て
も
限

定
を
加
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
公
務
は
業
務
に
含
ま
れ
、
公
務
に
対

す
る
業
務
妨
害
罪
の
成
立
は
す
べ
て
認
め
ら
れ
る
と
す
る
（
7
）。
さ
ら
に
、

妨
害
の
手
段
が
暴
行
・
脅
迫
に
及
ぶ
場
合
に
は
業
務
妨
害
罪
と
公
務
執

行
妨
害
罪
の
同
時
の
成
立
を
許
容
し
、
両
罪
は
観
念
的
競
合
に
な
る
と

す
る
（
8
）。

消
極
説
は
、公
務
は
業
務
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
（
9
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

暴
行
な
い
し
脅
迫
に
及
ば
な
い
威
力
、
偽
計
に
よ
る
公
務
の
妨
害
は
不

可
罰
と
な
る
。

身
分
振
分
け
説
は
、
非
公
務
員
で
あ
る
郵
便
集
配
人
の
郵
便
集
配
業

務
を
業
務
に
含
め
た
従
来
の
判
例
を
参
照
し
、
公
務
員
の
公
務
は
業
務

に
含
ま
れ
な
い
が
、
非
公
務
員
の
従
事
す
る
公
務
は
業
務
に
含
ま
れ
る

と
す
る
（
10
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
威
力
、
偽
計
に
よ
る
公
務
の
妨
害
は
原
則

不
可
罰
だ
が
、
被
害
者
が
公
務
に
従
事
す
る
非
公
務
員
で
あ
っ
た
場
合

に
は
業
務
妨
害
罪
が
成
立
す
る
。

現
業
説
は
、
公
務
の
う
ち
、
権
力
的
公
務
は
業
務
に
含
ま
れ
ず
公
務

執
行
妨
害
罪
に
よ
っ
て
の
み
保
護
さ
れ
る
が
、
鉄
道
・
バ
ス
に
お
け
る

公
務
や
旧
郵
便
局
の
公
務
の
よ
う
な
⽛
非
権
力
的
公
務
こ
と
に
現
業
的

な
公
務
⽜
に
つ
い
て
は
一
般
の
民
間
業
務
と
の
間
に
実
質
的
な
区
別
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
業
務
に
含
ま
れ
業
務
妨
害
罪
に
よ
っ

て
の
み
保
護
さ
れ
る
と
す
る
（
11
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
権
力
的
公
務
を
暴

行
・
脅
迫
に
よ
り
妨
害
し
た
場
合
は
公
務
執
行
妨
害
罪
が
成
立
す
る
が
、

権
力
的
公
務
を
威
力
・
偽
計
に
よ
り
妨
害
し
た
場
合
は
不
可
罰
と
な
り
、

現
業
的
公
務
を
暴
行
・
脅
迫
な
い
し
威
力
・
偽
計
に
よ
り
妨
害
し
た
場

合
は
業
務
妨
害
罪
が
成
立
す
る
。

公
務
振
分
け
説
（
公
務
区
別
説
、
民
間
類
似
説
）
は
、
公
務
の
う
ち
、

権
力
的
公
務
は
業
務
に
含
ま
れ
ず
公
務
執
行
妨
害
罪
に
よ
っ
て
の
み
保

護
さ
れ
る
が
、
国
公
立
学
校
や
鉄
道
・
バ
ス
に
お
け
る
公
務
の
よ
う
な
、

非
権
力
的
公
務
と
く
に
私
企
業
的
性
格
を
持
つ
公
務
は
業
務
に
含
ま
れ

業
務
妨
害
罪
に
よ
っ
て
の
み
保
護
さ
れ
る
と
す
る
（
12
）。
本
説
の
結
論
は
、

非
権
力
的
公
務
に
お
け
る
私
企
業
的
性
格
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
相
違

は
あ
る
も
の
の
、
現
業
説
と
ほ
ぼ
同
一
に
な
る
。

限
定
積
極
説
は
、
基
本
的
に
は
公
務
振
分
け
説
を
支
持
す
る
が
、
非
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権
力
的
公
務
に
対
す
る
妨
害
の
手
段
が
暴
行
・
脅
迫
に
及
ぶ
場
合
に
は

業
務
妨
害
罪
と
公
務
執
行
妨
害
罪
の
同
時
の
成
立
を
許
容
し
、
両
罪
は

観
念
的
競
合
に
な
る
と
す
る
（
13
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
権
力
的
公
務
を
暴

行
・
脅
迫
に
よ
り
妨
害
し
た
場
合
は
公
務
執
行
妨
害
罪
が
成
立
す
る
が
、

権
力
的
公
務
を
威
力
・
偽
計
に
よ
り
妨
害
し
た
場
合
は
不
可
罰
と
な
り
、

非
権
力
的
公
務
を
暴
行
・
脅
迫
に
よ
り
妨
害
し
た
場
合
は
公
務
執
行
妨

害
罪
と
業
務
妨
害
罪
の
観
念
的
競
合
と
な
り
、
非
権
力
的
公
務
を
威

力
・
偽
計
に
よ
り
妨
害
し
た
場
合
は
業
務
妨
害
罪
が
成
立
す
る
。

修
正
積
極
説
は
、
威
力
業
務
妨
害
罪
に
つ
い
て
は
限
定
積
極
説
を
採

用
す
る
が
、
強
制
力
は
偽
計
に
対
し
て
は
無
力
で
あ
る
と
し
て
、
偽
計

業
務
妨
害
罪
に
つ
い
て
は
積
極
説
を
採
用
す
る
（
14
）。

こ
れ
ら
の
学
説
に
照
ら
す
と
、
本
判
決
は
、
被
告
人
が
威
力
に
よ
り

妨
害
し
た
総
理
大
臣
官
邸
事
務
所
庁
舎
管
理
担
当
公
務
員
Ａ
、
同
庶
務

担
当
公
務
員
Ｂ
の
公
務
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
権
力
的
公
務
に
該
当
し
な

い
か
ら
威
力
業
務
妨
害
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
公
務

振
分
け
説
、
限
定
積
極
説
あ
る
い
は
修
正
積
極
説
を
採
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
東
京
高
判
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
は
、⽛
暴
行
・
脅
迫

に
至
ら
な
い
程
度
の
威
力
や
偽
計
に
よ
る
妨
害
行
為
⽜
に
つ
い
て
は
、

強
制
力
に
よ
っ
て
排
除
し
得
る
か
ら
業
務
妨
害
罪
も
公
務
執
行
妨
害
罪

も
成
立
し
な
い
が
、
排
除
し
え
な
い
妨
害
に
つ
い
て
は
、
権
力
的
公
務

に
対
し
て
で
あ
っ
て
も
業
務
妨
害
罪
が
成
立
す
る
と
解
し
て
お
り
、
一

見
、
修
正
積
極
説
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
こ

の
判
決
は
同
時
に
排
除
可
能
な
⽛
偽
計
⽜
に
対
し
て
は
業
務
妨
害
罪
が

成
立
し
な
い
と
し
て
い
る
か
ら
、
必
ず
し
も
修
正
積
極
説
を
全
面
的
に

採
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
修
正
積
極
説
は
、
妨
害
の
手
段
が
偽

計
で
あ
る
か
ど
う
か
を
基
準
に
限
定
積
極
説
と
積
極
説
を
併
用
し
て
い

る
が
、
威
力
と
偽
計
の
限
界
は
微
妙
で
あ
る
。
例
え
ば
、
鞄
を
こ
っ
そ

り
隠
し
て
業
務
を
妨
害
し
た
場
合
に
は
偽
計
で
あ
る
が
、
公
然
と
奪
っ

た
後
に
自
宅
に
隠
匿
し
た
場
合
に
は
威
力
と
評
価
さ
れ
る
（
15
）。
東
京
高
判

平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
が
、⽛
威
力
⽜
で
は
な
く
⽛
威
力
や
偽
計
⽜
に

対
す
る
強
制
力
に
よ
る
排
除
可
能
性
を
論
じ
、
そ
れ
に
対
し
て
⽛
偽
計
⽜

の
中
に
排
除
可
能
性
の
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
、
威

力
に
近
い
偽
計
と
い
う
も
の
も
あ
る
以
上
、修
正
積
極
説
の
よ
う
に⽛
威

力
⽜
と
⽛
偽
計
⽜
を
明
確
に
分
け
て
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
と
解
し
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
本
件
被
告
人
に
つ
い
て
も
、
後
述
す
る
よ
う

に
⽛
威
力
⽜
の
み
を
用
い
た
と
い
っ
て
よ
い
か
は
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、修
正
積
極
説
を
採
る
こ
と
に
は
躊
躇
す
る
が
、

権
力
的
公
務
を
威
力
・
偽
計
に
よ
り
妨
害
し
た
場
合
は
不
可
罰
と
な
る

と
す
る
限
定
積
極
説
の
結
論
も
妥
当
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
処
罰
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の
間
隙
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
も
は
や
積
極
説
を
採
る
ほ
か
な

い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
業
務
妨
害
罪
の
可
罰
的
違
法
性
を
欠
い

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
業
務
妨
害
罪

と
公
務
執
行
妨
害
罪
の
法
定
刑
は
同
じ
で
あ
る
が
、
後
者
は
公
務
員
が

⽛
職
務
を
執
行
す
る
に
当
た
り
⽜
と
い
う
妨
害
に
つ
い
て
の
時
間
的
範

囲
の
限
定
が
あ
り
、
さ
ら
に
妨
害
の
手
段
も
暴
行
・
脅
迫
に
限
定
さ
れ

る
。
一
方
、
前
者
で
は
上
記
の
よ
う
な
時
間
的
範
囲
の
限
定
が
な
く
、

手
段
も
暴
行
・
脅
迫
に
及
ば
な
い
程
度
の
威
力
・
偽
計
で
足
り
る
な
ど
、

成
立
要
件
が
後
者
よ
り
緩
や
か
で
あ
る
。
こ
の
両
罪
の
関
係
を
合
理
的

に
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
業
務
の
価
値
な
い
し
要
保
護
性
が
公
務
の
そ

れ
よ
り
高
い
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
個
々
の
職
務
担
当
者

に
対
す
る
妨
害
だ
け
で
業
務
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
る
の
で
は
、
公
務

執
行
妨
害
罪
の
成
立
要
件
に
関
す
る
限
定
は
無
意
味
と
な
る
。
そ
こ

で
、
公
務
所
の
行
う
事
務
処
理
を
総
体
と
し
て
の
⽛
業
務
⽜
と
捉
え
、

個
々
の
職
務
担
当
者
に
対
す
る
妨
害
を
通
じ
、
公
務
所
の
総
体
と
し
て

の
業
務
が
妨
害
さ
れ
た
か
に
よ
り
業
務
妨
害
罪
の
成
否
を
判
断
す
べ
き

で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
、
妨
害
行
為
に
よ
る
影
響
が
官
邸

機
能
の
総
体
に
ま
で
及
ん
だ
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
従
っ
て
業
務

妨
害
罪
の
可
罰
的
違
法
性
は
充
た
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
16
）。

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
疑
問
も
あ
る
。
業
務
妨
害
罪
は
、
業

務
が
必
ず
し
も
営
利
的
活
動
に
限
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、名
誉
・
秘
密
・

信
用
の
よ
う
な
人
格
的
法
益
を
内
容
と
し
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
、
通

説
は
こ
れ
を
個
人
の
自
由
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
て
い
る
（
17
）。
こ
れ
に

照
ら
せ
ば
、業
務
妨
害
罪
の
客
体
が
公
務
員
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

個
人
と
し
て
の
公
務
員
を
超
え
た
⽛
総
体
⽜
と
し
て
の
公
務
所
に
ま
で

遡
っ
て
本
罪
の
成
否
を
判
断
す
る
の
は
妥
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。
公
務

の
円
滑
な
執
行
を
保
護
法
益
と
す
る
公
務
執
行
妨
害
罪
で
あ
れ
ば
、⽛
総

体
⽜に
対
す
る
妨
害
の
有
無
を
判
断
す
る
と
の
解
釈
は
適
合
し
う
る
が
、

個
人
の
社
会
的
活
動
の
自
由
を
保
護
法
益
と
す
る
業
務
妨
害
罪
に
つ
い

て
は
、
客
体
が
公
務
員
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
そ
の
客
体
個
人
の

業
務
に
対
す
る
妨
害
の
有
無
を
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
業
務
妨
害
罪
の
成
立
要
件
が
公
務
執
行
妨

害
罪
の
そ
れ
よ
り
緩
や
か
で
あ
る
理
由
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
と

の
問
題
が
生
じ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
う
る

の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
業
務
妨
害
罪
は
、
時
間
的
範
囲
の
限
定

が
な
い
点
、
手
段
が
威
力
・
偽
計
で
足
り
る
点
で
、
成
立
範
囲
は
確
か

に
公
務
執
行
妨
害
罪
よ
り
拡
大
す
る
が
、
業
務
が
妨
害
さ
れ
る
結
果
あ

る
い
は
そ
の
危
険
を
生
じ
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
そ
し
て
客
体
が
警

察
官
等
の
屈
強
な
公
務
員
で
あ
る
場
合
に
は
、
行
為
者
が
威
力
等
を
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も
っ
て
そ
の
業
務
を
妨
害
し
よ
う
と
し
て
も
、
客
体
が
屈
強
で
あ
る
が

故
に
、
容
易
に
そ
の
業
務
を
妨
害
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
従
っ
て
業
務

妨
害
罪
の
成
立
範
囲
は
一
般
人
が
客
体
で
あ
る
場
合
よ
り
狭
く
な
る
。

一
方
、
公
務
執
行
妨
害
罪
は
、
行
為
者
が
威
力
等
よ
り
強
力
な
暴
行
・

脅
迫
を
手
段
と
し
て
、
屈
強
な
公
務
員
の
職
務
遂
行
を
妨
害
し
得
た
場

合
に
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
業
務
の
価
値
や
要
保
護
性
が
公
務
よ
り
高

い
か
ら
、
業
務
妨
害
罪
の
成
立
範
囲
が
緩
や
か
と
い
う
の
で
は
な
い
。

公
務
執
行
妨
害
罪
は
、
威
力
等
を
容
易
に
排
除
し
う
る
屈
強
な
公
務
員

の
業
務
で
あ
っ
て
も
妨
害
の
結
果
を
発
生
さ
せ
う
る
構
成
要
件
該
当
行

為
と
し
て
、
暴
行
・
脅
迫
を
類
型
的
に
掲
げ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
公
務
執
行
妨
害
罪
が
成
立
す
る
場
合
、

公
務
員
個
人
に
対
す
る
業
務
妨
害
罪
も
成
立
す
る
が
、
保
護
法
益
が
異

な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
罪
を
観
念
的
競
合
と
す
れ
ば
矛
盾
も
生
じ
な

い
。
す
な
わ
ち
、
積
極
説
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

二

第
二
は
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
を
官
邸
に
落
下
さ
せ
た
行
為
が
、
威
力

業
務
妨
害
罪
に
お
け
る
⽛
威
力
⽜
を
用
い
た
と
い
え
る
か
と
い
う
点
で

あ
る
。⽛
威
力
を
用
い
⽜
る
と
は
、
人
の
意
思
を
制
圧
す
る
に
足
り
る
勢

力
を
示
す
こ
と
を
い
い
（
18
）、
暴
行
・
脅
迫
だ
け
で
は
な
く
、
公
然
と
行
わ

れ
る
妨
害
行
為
が
広
く
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
判
例
は
、

商
家
の
表
側
ほ
と
ん
ど
に
強
制
的
に
板
囲
い
を
し
て
営
業
不
能
に
し
た

行
為
（
19
）、
電
車
運
転
手
を
殴
打
し
て
電
車
の
操
縦
を
妨
げ
た
行
為
（
20
）、
満
員

の
食
堂
に
シ
マ
ヘ
ビ
二
〇
匹
を
ま
き
散
ら
し
た
行
為
（
21
）、
都
立
高
校
の
卒

業
式
で
、
国
歌
斉
唱
時
に
着
席
す
る
よ
う
大
声
で
保
護
者
に
呼
び
か
け

た
行
為
（
22
）、
街
宣
車
で
会
社
周
辺
を
周
回
し
て
拡
声
器
で
会
社
や
そ
の
代

表
者
を
誹
謗
中
傷
し
た
行
為
（
23
）、
反
捕
鯨
団
体
の
抗
議
船
の
船
長
が
日
本

調
査
捕
鯨
船
団
監
視
船
に
酪
酸
入
り
の
ガ
ラ
ス
瓶
を
放
ち
乗
務
員
を
負

傷
さ
せ
た
行
為
（
24
）等
に
つ
い
て
、
威
力
業
務
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
て
い

る
。こ

れ
に
対
し
、
偽
計
業
務
妨
害
罪
に
お
け
る
⽛
偽
計
を
用
い
⽜
る
と

は
、
人
を
欺
き
、
ま
た
は
人
の
錯
誤
や
無
知
を
利
用
す
る
こ
と
を
い
い
、

詐
欺
罪
に
お
け
る
詐
欺
行
為
よ
り
緩
や
か
な
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
判
例
は
、
店
舗
に
多
数
の
無
言
電
話
を
か

け
て
業
務
を
妨
害
し
た
行
為
（
25
）機
械
設
備
に
細
工
を
施
し
て
使
用
を
妨
害

し
た
行
為
（
26
）、
海
底
に
障
害
物
を
沈
め
て
漁
網
を
破
損
さ
せ
た
行
為
（
27
）、
デ

パ
ー
ト
売
り
場
の
寝
具
に
縫
い
針
を
差
し
込
ん
だ
行
為
（
28
）等
に
つ
い
て
、

偽
計
業
務
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。

そ
し
て
本
判
決
は
、
被
告
人
が
本
件
ド
ロ
ー
ン
を
一
定
の
速
度
で
落

下
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
発
見
者
に
対
し
て
衝
突
の
危
険
な
ど
を
感
じ

さ
せ
る
点
（⽛
落
下
の
態
様
⽜）、
本
件
ド
ロ
ー
ン
に
搭
載
さ
れ
て
い
た
茶
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色
ボ
ト
ル
に
高
線
量
の
放
射
性
物
質
が
在
中
し
て
い
る
と
発
見
者
に
誤

解
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
被
曝
な
ど
の
危
険
性
を
感
じ
さ
せ
る
点
、
同

じ
く
緊
急
保
安
炎
筒
が
爆
発
物
で
あ
る
と
発
見
者
に
誤
解
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
爆
発
な
ど
の
危
険
性
を
感
じ
さ
せ
る
点
（⽛
搭
載
物
の
特
徴
⽜）

を
挙
げ
て
、⽛
Ａ
ら
官
邸
職
員
の
自
由
意
思
を
制
圧
す
る
に
足
る
勢
力

に
あ
た
る
と
い
え
、
威
力
性
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
⽜
と
し
た
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
⽛
威
力
⽜
と
解
釈
し
て
よ
い
か
は
検
討

を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、⽛
落
下
の
態
様
⽜
の
威
力
性
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
少
な
く
と

も
本
件
ド
ロ
ー
ン
が
飛
行
、
落
下
す
る
際
に
官
邸
職
員
が
目
撃
し
て
い

た
、
あ
る
い
は
落
下
音
を
聞
い
て
い
た
な
ら
ば
、
被
告
人
が
当
該
職
員

に
対
し
⽛
落
下
の
態
様
⽜
に
よ
る
⽛
威
力
⽜
を
用
い
た
と
解
し
う
る
点

に
、
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
被
告
人
が
本
件
ド
ロ
ー
ン
を
総

理
大
臣
官
邸
屋
上
に
落
下
さ
せ
た
の
は
、
認
定
に
よ
れ
ば
平
成
二
七
年

四
月
九
日
午
前
三
時
四
〇
分
頃
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
が
Ａ
に
発
見
さ
れ
た

の
は
同
月
二
二
日
午
前
一
〇
時
二
五
分
頃
で
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
は
落
下

後
一
三
日
間
に
わ
た
っ
て
誰
に
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
Ａ
が
、
落
下

し
て
か
ら
一
三
日
経
過
し
た
本
件
ド
ロ
ー
ン
を
発
見
し
た
際
に
、
そ
こ

で
自
由
意
思
を
制
圧
さ
れ
る
よ
う
な
衝
突
の
危
険
を
感
じ
る
こ
と
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
点
は
、
被
告
人
が
本
件
ド
ロ
ー
ン
を
落
下
さ

せ
た
際
に
、
官
邸
職
員
の
業
務
を
妨
害
す
る
危
険
を
生
じ
た
に
と
ど
ま

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
業
務
妨
害
罪
は
危
険
犯
と
侵
害

犯
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
き
、
判
例
は
、
妨
害
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ

る
行
為
が
な
さ
れ
れ
ば
足
り
、
現
実
の
結
果
は
不
要
で
あ
る
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、
大
判
昭
和
一
一
年
五
月
七
日
刑
集
一
五
巻
五
七
三
頁
は
、

偽
計
業
務
妨
害
罪
に
つ
い
て
⽛
偽
計
を
用
ひ
…
…
妨
害
の
結
果
を
発
生

せ
し
む
へ
き
虞
あ
る
行
為
を
為
す
に
依
り
成
立
し
現
実
に
妨
害
の
結
果

を
発
生
せ
し
め
た
る
こ
と
を
必
要
と
せ
す
⽜
と
す
る
。
さ
ら
に
最
判
昭

和
二
八
年
一
月
三
〇
日
刑
集
七
巻
一
号
一
二
八
頁
も
、
威
力
業
務
妨
害

罪
に
つ
い
て
⽛
業
務
の
⽝
妨
害
⽞
と
は
現
に
業
務
妨
害
の
結
果
の
発
生

を
必
要
と
せ
ず
、
業
務
を
妨
害
す
る
に
足
る
行
為
あ
る
を
も
っ
て
足
る

も
の
で
あ
り
、
…
…
⽝
威
力
⽞
と
は
犯
人
の
威
勢
、
人
数
及
び
四
囲
の

状
勢
よ
り
み
て
、
被
害
者
の
自
由
意
思
を
制
圧
す
る
に
足
る
犯
人
側
の

勢
力
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
右
勢
力
は
客
観
的

に
み
て
被
害
者
の
自
由
意
思
を
制
圧
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い

の
で
あ
っ
て
、
現
実
に
被
害
者
が
自
由
意
思
を
制
圧
さ
れ
た
こ
と
を
要

す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。⽜
と
す
る
。
お
そ
ら

く
上
掲
二
判
例
は
、
業
務
妨
害
罪
を
危
険
犯
、
さ
ら
に
い
え
ば
危
険
の

擬
制
を
超
え
た
類
型
的
危
険
性
を
必
要
と
す
る
準
抽
象
的
危
険
犯
と
解
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し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
学
説
上
は
ど
う
か
。
妨
害
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
⽛
お
そ
れ

の
あ
る
行
為
⽜
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
し
て
判
例
を
支
持
す
る
立
場
（
準

抽
象
的
危
険
犯
説
と
言
う
べ
き
か
（
29
））
は
、
今
日
で
は
支
持
さ
れ
て
お
ら

ず
、
さ
ら
な
る
妨
害
の
危
険
な
い
し
結
果
の
発
生
を
要
求
す
べ
き
と
す

る
立
場
が
支
配
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
危
険
犯
説
は
、
本
罪

を
侵
害
犯
と
解
す
る
と
、
業
務
の
停
滞
な
ど
の
認
識
が
な
け
れ
ば
故
意

を
否
定
せ
ざ
る
を
得
ず
妥
当
で
な
い
と
し
た
う
え
で
、
行
為
者
に
は
、

妨
害
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
⽛
お
そ
れ
の
あ
る
状
態
を
発
生
さ
せ
（
30
）⽜
る

必
要
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
具
体
的
危
険
の
認
識
・
認
容
が
あ
れ
ば
故

意
が
充
足
さ
れ
る
と
す
る
（
31
）。
侵
害
犯
説
は
、
本
罪
は
明
文
で
⽛
業
務
を

妨
害
し
た
⽜
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
自
由
を
侵
害
す
る
罪
と
解
す
る
な

ら
ば
、
信
用
毀
損
罪
の
⽛
毀
損
⽜
と
異
な
り
結
果
発
生
の
認
定
は
容
易

で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
現
実
に
業
務
妨
害
の
結
果
発
生
が
必
要
と
な
る

と
解
す
べ
き
と
す
る
（
32
）。
近
年
は
侵
害
犯
説
が
有
力
で
あ
る
。

本
判
決
は
こ
の
点
に
つ
い
て
必
ず
し
も
立
場
を
明
示
し
て
い
な
い

が
、
Ａ
ら
は
⽛
搭
載
物
の
特
徴
⽜
も
併
せ
て
、
結
果
と
し
て
業
務
を
妨

害
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
危
険
に
と
ど
ま
ら
な
い
結
果
発
生
を
認
め
て

い
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
通
り
、⽛
落
下
の
態
様
⽜
そ
れ

自
体
は
、
官
邸
職
員
が
現
実
に
衝
突
の
危
険
を
感
じ
て
業
務
を
不
可
能

と
す
る
結
果
を
発
生
さ
せ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
と
は
い
え
、
本
判
決

が
上
掲
二
判
例
と
同
様
、
威
力
業
務
妨
害
罪
を
準
抽
象
的
危
険
犯
と
解

し
て
い
た
な
ら
ば
、
当
然
な
が
ら
本
罪
が
成
立
す
る
と
の
結
論
が
導
か

れ
る
。

次
に
、⽛
搭
載
物
の
特
徴
⽜
の
威
力
性
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
最
決
平

成
四
年
一
一
月
二
七
日
刑
集
四
六
巻
八
号
六
二
三
頁
は
、
被
告
人
が
、

町
消
防
本
部
消
防
長
の
業
務
を
妨
害
し
よ
う
と
企
て
、
ひ
そ
か
に
、
消

防
本
部
消
防
長
室
に
あ
る
同
人
の
ロ
ッ
カ
ー
内
の
作
業
服
ポ
ケ
ッ
ト
に

犬
の
ふ
ん
を
、
事
務
机
中
央
引
き
出
し
内
に
赤
く
染
め
た
猫
の
死
が
い

を
そ
れ
ぞ
れ
入
れ
て
お
き
、
翌
朝
執
務
の
た
め
消
防
長
室
に
入
っ
た
消

防
長
を
し
て
、
こ
れ
ら
を
順
次
発
見
さ
せ
て
恐
怖
感
や
嫌
悪
感
を
抱
か

せ
、
同
日
の
朝
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
部
下
職
員
か
ら
の
報
告
の
受

理
、
各
種
決
裁
事
務
の
執
務
を
不
可
能
に
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、⽛
被

害
者
の
行
為
を
利
用
す
る
形
態
で
そ
の
意
思
を
制
圧
す
る
よ
う
な
勢
力

を
用
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
刑
法
二
三
四
条
に
い
う

⽝
威
力
ヲ
用
ヒ
⽞
た
場
合
に
当
た
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
被
告

人
の
本
件
行
為
に
つ
き
威
力
業
務
妨
害
罪
が
成
立
す
る
と
し
た
第
一
審

判
決
を
是
認
し
た
原
判
断
は
、
正
当
で
あ
る
。⽜
と
し
た
。
こ
れ
に
照
ら

せ
ば
、
人
為
的
に
設
置
さ
れ
た
犬
の
ふ
ん
及
び
猫
の
死
が
い
に
は
、
人

の
意
思
を
制
圧
す
る
威
力
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
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本
件
で
は
、
茶
色
ボ
ト
ル
、
及
び
緊
急
保
安
炎
筒
二
本
が
、
犬
の
ふ
ん
、

猫
の
死
が
い
な
ど
と
同
様
に
、
人
の
意
思
を
制
圧
し
う
る
物
と
い
え
る

か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

そ
こ
で
検
討
す
る
に
、
緊
急
保
安
炎
筒
に
つ
い
て
は
、
弁
護
人
は
被

告
人
が
電
源
を
入
れ
な
か
っ
た
た
め
威
力
性
は
な
か
っ
た
と
主
張
し
た

も
の
の
、
遠
隔
操
作
に
よ
る
電
気
点
火
自
体
は
可
能
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
発
見
者
に
と
っ
て
は
、
本
件
緊
急
保
安
炎
筒
が
い
つ
発
火
爆
発
す

る
の
か
不
明
で
あ
り
、
こ
れ
に
犬
の
ふ
ん
、
猫
の
死
が
い
を
は
る
か
に

上
回
る
威
力
性
を
認
め
う
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
茶
色
ボ
ト
ル
内
の
土
砂
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
れ
か

ら
検
出
さ
れ
た
放
射
線
は
、
最
大
で
毎
時
一
･〇
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル

ト
と
、
直
ち
に
人
体
に
影
響
は
な
い
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
放
射
線
量
が
高

け
れ
ば
威
力
性
を
認
め
う
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
そ
の
程
度
に
よ
っ
て

は
公
務
執
行
妨
害
罪
の
構
成
要
件
該
当
行
為
で
あ
る
有
形
力
行
使
と
し

て
の
暴
行
、さ
ら
に
は
傷
害
罪
さ
え
も
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

放
射
線
量
が
ラ
ジ
ウ
ム
温
泉
、
ラ
ド
ン
温
泉
な
ど
の
放
射
能
温
泉
（
33
）の
そ

れ
と
同
程
度
に
微
量
で
あ
る
場
合
に
は
、
威
力
性
を
認
め
る
の
は
困
難

で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
本
判
決
は
⽛
当
該
容
器
に
生
命
や
身
体

に
危
険
を
与
え
る
よ
う
な
高
線
量
の
放
射
性
物
質
が
在
中
し
て
い
る
と

誤
解
さ
せ
、
被
曝
な
ど
の
危
険
性
を
感
じ
さ
せ
る
。⽜
と
判
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
、
放
射
能
標
識
及
び
⽛
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｉ
Ｏ
Ａ
Ｃ
Ｔ

Ｉ
Ｖ
Ｅ
⽜
の
文
字
が
印
刷
さ
れ
た
シ
ー
ル
を
貼
付
し
て
、
あ
た
か
も
高

線
量
の
放
射
性
物
質
が
茶
色
ボ
ト
ル
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に

装
っ
て
Ａ
ら
の
業
務
を
妨
害
し
た
と
解
し
て
、
威
力
で
は
な
く
偽
計
業

務
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
る
余
地
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
解
す
る
な
ら
ば
、⽛
落
下
の
態
様
⽜及
び
緊
急
保
安
炎
筒
の⽛
特
徴
⽜

は
威
力
業
務
妨
害
、
茶
色
ボ
ト
ル
の
⽛
特
徴
⽜
は
偽
計
業
務
妨
害
と
の

結
論
を
導
き
う
る
。
威
力
と
偽
計
が
併
せ
て
妨
害
の
手
段
と
し
て
用
い

ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
業
務
妨
害
罪
（
刑
法
第
二
三
三
、
二
三
四

条
）
と
し
て
一
罪
を
認
め
れ
ば
足
り
る
（
34
）。

あ
る
い
は
、
放
射
能
標
識
及
び
シ
ー
ル
の
表
示
自
体
に
人
の
意
思
を

制
圧
す
る
威
力
性
を
認
め
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
仮
に
権
力
的
公
務
に
従
事
す
る
公
務
員
が
本
件
茶
色
ボ

ト
ル
を
発
見
し
た
と
し
て
、
公
務
員
が
行
使
す
る
強
制
力
に
よ
り
、
当

該
放
射
能
標
識
及
び
シ
ー
ル
か
ら
生
じ
る
⽛
威
力
⽜
を
排
除
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
ろ
う
。
犬
の
ふ
ん
、
猫
の
死
が
い
の
⽛
威
力
⽜
の
本
質
は
、

こ
れ
か
ら
生
ず
る
嫌
悪
感
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
通
常
人
で

あ
れ
ば
こ
の
嫌
悪
感
に
よ
り
意
思
を
制
圧
さ
れ
う
る
も
の
の
、
権
力
的

公
務
に
従
事
す
る
心
身
と
も
に
屈
強
な
公
務
員
で
あ
れ
ば
、
嫌
悪
感
を

ね
じ
伏
せ
る
こ
と
に
よ
り
⽛
威
力
⽜
を
容
易
に
排
除
し
う
る
。
一
方
、
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放
射
能
標
識
及
び
シ
ー
ル
の
⽛
威
力
⽜
の
本
質
は
、
被
爆
へ
の
恐
怖
感

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
高
線
量
の
放
射
性
物
質
に
接
近
す
る
こ
と
に
よ

る
被
爆
リ
ス
ク
は
、
権
力
的
公
務
に
従
事
す
る
心
身
と
も
に
屈
強
な
公

務
員
で
あ
っ
て
も
通
常
人
と
変
わ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
こ
の
場
合
に

は
む
し
ろ
通
常
人
と
同
様
に
意
思
を
制
圧
さ
れ
う
る
と
い
う
べ
き
で
は

な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
東
京
高
判
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
に
照
ら
せ

ば
、公
務
員
の
公
務
が
権
力
的
公
務
か
非
権
力
的
公
務
か
に
関
わ
ら
ず
、

妨
害
排
除
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
威
力
業
務
妨
害
罪
を
認
め
う
る
こ
と

と
な
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
業
務
は
公
務
に

含
ま
れ
う
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
修
正
積
極
説
よ
り
積
極
説

を
支
持
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
件
は
、⽛
威
力
⽜
と
⽛
偽

計
⽜
を
明
確
に
分
け
て
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
す
事

例
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
。

三

第
三
は
、被
告
人
の
行
為
が
、平
穏
な
態
様
に
よ
る
請
願
行
為（
憲

法
第
一
六
条
）
な
い
し
表
現
の
自
由
（
憲
法
第
二
一
条
第
一
項
）
で
保

護
さ
れ
る
行
為
と
し
て
刑
法
三
五
条
の
正
当
行
為
に
あ
た
る
と
し
て
、

違
法
性
阻
却
を
認
め
う
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
参
考
と
な
り
う
る
下
級
審
判
例
が
あ
る
。
東
京

地
判
昭
和
三
六
年
一
二
月
二
二
日
判
タ
一
三
一
号
一
二
六
頁
は
、
全
学

連
に
所
属
す
る
被
告
人
ら
が
安
保
闘
争
の
過
程
に
お
い
て
、
多
数
の
学

生
と
と
も
に
国
会
議
事
堂
に
乱
入
し
、
さ
ら
に
総
理
大
臣
以
下
全
権
団

が
新
安
保
条
約
の
調
印
の
た
め
羽
田
空
港
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
に
向
か
う

の
を
阻
止
し
つ
つ
警
官
隊
に
抵
抗
し
よ
う
と
し
て
羽
田
空
港
の
食
堂
を

占
拠
し
に
立
て
籠
も
る
な
ど
し
た
建
造
物
侵
入
、
公
務
執
行
妨
害
、
威

力
業
務
妨
害
事
件
に
つ
き
、
弁
護
人
は
、
憲
法
第
十
六
条
の
請
願
は
、

請
願
法
等
に
定
め
る
個
別
的
な
文
書
に
よ
る
方
式
に
則
っ
て
行
わ
れ
る

も
の
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
多
数
人
の
集
団
が
何
名
か
の
代
表

者
を
関
係
機
関
の
者
に
面
接
さ
せ
、
そ
の
意
思
を
伝
え
、
か
つ
、
全
員

の
請
願
書
を
手
渡
さ
せ
る
と
か
、
個
々
人
が
関
係
機
関
の
者
に
直
接
口

頭
で
各
自
の
意
思
を
伝
え
る
と
か
い
う
方
法
で
も
行
わ
れ
う
る
と
解
す

べ
き
で
、
そ
れ
が
集
団
的
に
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
る
程
度
示
威
的
効
果

を
伴
う
の
は
当
然
で
あ
る
な
ど
と
主
張
し
た
と
こ
ろ
、⽛
同
条
約
に
関

す
る
種
々
の
問
題
点
は
、
署
名
後
批
准
前
の
国
会
で
当
然
審
議
判
断
さ

れ
る
べ
き
事
柄
と
し
て
、
い
か
に
そ
の
内
容
に
不
満
な
者
も
、
た
だ
合

法
的
な
政
治
活
動
（
憲
法
第
二
十
一
条
等
参
照
）
等
に
よ
つ
て
世
論
に

訴
え
、
国
会
の
審
議
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
方
法
の
限
度
に
と

ど
ま
る
べ
き
で
あ
つ
た
と
い
え
る
。
い
わ
ば
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
直

接
に
は
国
会
の
、
間
接
に
は
国
民
の
民
主
的
な
規
制
に
よ
つ
て
、
内
閣

の
専
断
を
防
止
す
る
こ
と
が
、
憲
法
の
精
神
で
あ
り
、
原
則
で
あ
る
と
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解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
条
約
改
定
に
の
ぞ
む
内
閣
の
態
度
、
国
会

の
運
営
に
つ
い
て
種
々
批
判
さ
る
べ
き
点
が
あ
り
、
以
後
の
条
約
審
議

に
あ
た
つ
て
も
同
様
の
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
懸
念
が
あ
つ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
右
の
よ
う
な
民
主
的
な
方
法
に
よ
つ
て
規
制
し
、
是
正
す

べ
き
も
の
と
い
う
ほ
か
な
く
、
そ
の
他
弁
護
人
主
張
の
よ
う
な
諸
般
の

政
治
的
、
社
会
的
状
況
を
考
慮
し
て
も
、
全
権
団
の
出
発
を
空
港
等
に

お
い
て
集
団
の
有
形
力
に
よ
り
阻
止
す
る
こ
と
が
憲
法
上
正
当
な
も
の

と
し
て
許
容
さ
れ
る
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。⽜
と
し
て
、
違

法
性
阻
却
を
認
め
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
事
案
に
つ
い
て
も
、
原
発
再
稼
働
反
対
運

動
は
、
請
願
法
に
よ
る
請
願
、
あ
る
い
は
本
判
決
が
い
う
よ
う
に
⽛
路

上
で
演
説
を
行
っ
た
り
ビ
ラ
を
配
布
す
る
な
ど
⽜
の
合
法
的
な
手
段
に

よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
違
法
性
阻
却
は
困
難
で

あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

以
上
み
た
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
そ
の
事
案
の
特
殊
性
か
ら
、
主

に
業
務
妨
害
罪
を
巡
る
刑
法
解
釈
上
の
若
干
の
問
題
を
提
起
す
る
が
、

結
論
自
体
は
概
ね
、
従
来
の
最
高
裁
判
例
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
。

一
方
、
本
件
を
契
機
と
し
て
、
ド
ロ
ー
ン
等
の
無
人
航
空
機
を
用
い

た
テ
ロ
や
犯
罪
の
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
対
応

し
て
ド
ロ
ー
ン
等
の
無
人
航
空
機
の
飛
行
を
規
制
す
べ
く
、
早
く
も
本

件
か
ら
約
八
か
月
後
の
平
成
二
七
年
一
二
月
一
〇
日
に
改
正
航
空
法

（
平
成
二
七
年
九
月
一
一
日
法
律
第
六
七
号
）
が
施
行
さ
れ
た
。
同
法

第
二
条
は
、⽛
航
空
機
⽜
を
⽛
人
が
乗
つ
て
航
空
の
用
に
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
飛
行
機
、
回
転
翼
航
空
機
、
滑
空
機
、
飛
行
船
そ
の
他
政
令
で

定
め
る
機
器
⽜
と
定
義
し
た
。
さ
ら
に
無
人
航
空
機
に
関
す
る
第
九
章

を
設
け
、
第
一
三
二
条
は
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
空
域
へ
の
⽛
無
人

航
空
機
⽜
の
飛
行
を
禁
止
、
第
一
三
二
条
の
二
は
夜
間
飛
行
、
祭
礼
等

の
催
し
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
の
上
空
の
飛
行
、
爆
発
性
や
易
燃
性
あ

る
物
件
の
輸
送
、
物
件
の
投
下
等
を
禁
止
す
る
旨
規
定
し
た
。
も
っ
と

も
、
国
土
交
通
省
航
空
局
⽛
無
人
航
空
機
（
ド
ロ
ー
ン
、
ラ
ジ
コ
ン
機

等
）
の
安
全
な
飛
行
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
⽜
は
、⽛
重
量
（
機
体
本

体
の
重
量
と
バ
ッ
テ
リ
ー
の
重
量
の
合
計
）
二
〇
〇
グ
ラ
ム
未
満
の
も

の
⽜
は
、
無
人
航
空
機
で
は
な
く
⽛
模
型
航
空
機
⽜
に
分
類
さ
れ
る
と

し
て
、
航
空
法
の
適
用
外
で
あ
る
と
し
た
。

さ
ら
に
、
平
成
二
八
年
四
月
七
日
に
⽛
国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大

臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事

業
所
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に

関
す
る
法
律
⽜（
平
成
二
八
年
三
月
十
八
日
法
律
第
九
号
、
以
下
⽛
小
型
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無
人
機
飛
行
禁
止
法
⽜）が
施
行
さ
れ
た
。
同
法
第
二
条
第
三
項
は
、⽛
こ

の
法
律
に
お
い
て
⽝
小
型
無
人
機
⽞
と
は
、
飛
行
機
、
回
転
翼
航
空
機
、

滑
空
機
、
飛
行
船
そ
の
他
の
航
空
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
器

で
あ
っ
て
構
造
上
人
が
乗
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
う
ち
、
遠
隔
操

作
又
は
自
動
操
縦
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
自
動
的
に
操
縦
を
行
う
こ
と

を
い
う
。）
に
よ
り
飛
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。⽜
と
し

て
、
同
法
を
自
動
操
縦
を
行
う
ド
ロ
ー
ン
、
遠
隔
操
作
を
行
う
ラ
ジ
コ

ン
ヘ
リ
い
ず
れ
に
も
適
用
し
う
る
よ
う
明
文
で
規
定
し
た
。
そ
し
て
同

法
第
八
条
は
、
国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重

要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事
業
所
の
⽛
対
象
施
設
周
辺

地
域
⽜
の
上
空
に
お
け
る
⽛
小
型
無
人
機
⽜
の
飛
行
を
禁
止
し
た
。
加

え
て
、
上
掲
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
二
〇
〇
グ
ラ
ム
未
満
の
⽛
模
型

航
空
機
⽜
で
あ
っ
て
も
、
小
型
無
人
機
飛
行
禁
止
法
に
お
け
る
⽛
小
型

無
人
機
⽜
に
は
該
当
す
る
た
め
、
同
法
の
適
用
は
排
除
さ
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
本
件
ド
ロ
ー
ン
は
、
改
正
航
空
法
上
の
⽛
無

人
航
空
機
⽜、
小
型
無
人
機
飛
行
禁
止
法
上
の
⽛
小
型
無
人
機
⽜
に
該
当

す
る
ラ
ジ
コ
ン
ヘ
リ
と
し
て
、
今
日
で
は
こ
れ
ら
の
法
律
上
の
規
制
を

受
け
る
も
の
と
な
っ
た
。
本
件
は
、
空
法
分
野
の
立
法
・
法
改
正
に
、

極
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
え
よ
う
。

（
1
）
本
来
、⽛
ド
ロ
ー
ン
⽜
は
自
律
飛
行
（
つ
ま
り
自
動
操
縦
飛
行
）
が
可

能
な
小
型
無
人
飛
行
機
を
指
す
が
、
本
件
被
告
人
が
使
用
し
た
小
型
無

人
飛
行
機
D
JIPhantom
は
、
操
縦
者
の
遠
隔
操
作
に
よ
り
飛
行
す
る

ロ
ー
タ
ー
四
基
搭
載
マ
ル
チ
コ
プ
タ
ー
（
ク
ワ
ッ
ド
コ
プ
タ
ー
）、
い
わ

ゆ
る
⽛
ラ
ジ
コ
ン
ヘ
リ
⽜
で
あ
っ
て
、⽛
ド
ロ
ー
ン
⽜
に
該
当
し
な
い
。

し
か
し
、
本
判
決
で
は
一
貫
し
て
⽛
本
件
ド
ロ
ー
ン
⽜
と
呼
称
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
も
こ
れ
に
倣
う
も
の
と
す
る
。

（
2
）
朝
日
新
聞
平
成
二
七
年
四
月
二
三
日
朝
刊
一
頁
。

（
3
）
大
判
大
正
四
年
五
月
二
一
日
刑
録
二
一
輯
六
六
三
頁
。

（
4
）
大
判
大
正
八
年
四
月
二
日
刑
録
二
五
輯
三
七
五
頁
。

（
5
）
最
判
昭
和
三
五
年
一
一
月
一
八
日
刑
集
一
四
巻
一
三
号
一
七
一
三

頁
、
最
大
判
昭
和
四
一
年
一
一
月
三
〇
日
刑
集
二
〇
巻
九
号
一
〇
七
六

頁
。

（
6
）
団
藤
重
光
編
⽝
注
釈
刑
法
（
五
）⽞（
改
訂
・
一
九
六
八
年
）
四
〇
一

頁
（
内
藤
謙
）
参
照
。

（
7
）
植
松
正
⽝
刑
法
概
論
Ⅱ
各
論
⽞（
再
訂
・
一
九
七
五
年
）
三
五
一
頁
、

大
谷
實
⽝
刑
法
講
義
各
論
⽞（
新
版
第
四
版
補
訂
版
・
二
〇
一
五
年
）
一

四
三
頁
。

（
8
）
大
谷
・
前
掲
書
一
四
七
頁
。

（
9
）
吉
川
経
夫
⽝
刑
法
各
論
⽞（
一
九
八
二
年
）
一
一
五
頁
。

（
10
）
団
藤
編
・
注
釈
刑
法
（
五
）
四
〇
〇
頁
（
内
藤
）。

（
11
）
団
藤
⽝
刑
法
綱
要
各
論
⽞（
第
三
版
・
一
九
九
〇
年
）
五
三
五
頁
。

（
12
）
井
田
良
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
二
版
・
二
〇
一
三
年
）
八
二
頁
、
曽
根
威

彦
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
五
版
・
二
〇
一
二
年
）
七
二
頁
、
松
原
芳
博
⽝
刑
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法
各
論
⽞（
二
〇
一
六
年
）
一
五
三
頁
。

（
13
）
内
田
文
昭
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
三
版
・
一
九
九
六
年
）
一
八
四
頁
、
林

幹
人
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
二
版
・
二
〇
〇
七
年
）
一
二
九
頁
、
前
田
雅
英

⽝
刑
法
各
論
講
義
⽞（
第
六
版
・
二
〇
一
五
年
）
一
三
七
頁
。

（
14
）
西
田
典
之
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
六
版
・
二
〇
一
二
年
）
一
二
八
頁
、
山

口
厚
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
二
版
・
二
〇
一
〇
年
）
一
六
一
頁
。

（
15
）
最
決
昭
和
五
九
年
三
月
二
三
日
刑
集
三
八
巻
五
号
二
〇
三
〇
頁
、
前

田
・
前
掲
書
一
四
〇
頁
。

（
16
）
安
田
拓
人
⽛
公
務
に
対
す
る
威
力
業
務
妨
害
罪
の
成
否
⽜
法
学
教
室

四
三
三
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
五
九
頁
。

（
17
）
井
田
・
前
掲
書
七
八
頁
、
内
田
・
前
掲
書
一
八
二
頁
、
大
谷
・
前
掲

書
一
四
一
頁
、
曽
根
・
前
掲
書
六
九
頁
、
平
野
龍
一
⽝
刑
法
概
説
⽞（
一

九
七
七
年
）
一
八
六
頁
。

（
18
）
最
判
昭
和
二
八
年
一
月
三
〇
日
刑
集
七
巻
一
号
一
二
八
頁
。

（
19
）
大
判
大
正
九
年
二
月
二
六
日
刑
録
二
六
輯
八
二
頁
。

（
20
）
大
判
大
正
一
四
年
二
月
一
八
日
刑
集
四
巻
五
四
頁
。

（
21
）
大
判
大
正
七
年
一
〇
月
一
〇
日
刑
集
一
一
巻
一
五
一
九
頁
。

（
22
）
平
成
二
〇
年
五
月
二
九
日
判
時
二
〇
一
〇
号
四
七
頁
。

（
23
）
東
京
高
判
平
成
二
一
年
五
月
一
一
日
（
判
例
集
未
登
載
）
な
ど
。

（
24
）
東
京
地
判
平
成
二
二
年
七
月
七
日
（
判
例
集
未
登
載
）。

（
25
）
東
京
高
判
昭
和
四
八
年
八
月
七
日
高
刑
集
二
六
巻
三
号
三
二
二
頁
。

（
26
）
大
阪
高
判
昭
和
四
九
年
二
月
一
四
日
刑
月
六
巻
二
号
一
一
八
頁
（
有

線
放
送
会
社
の
放
送
線
を
切
断
）、
福
岡
地
判
昭
和
六
一
年
三
月
三
日

判
タ
五
九
五
号
九
五
頁
（
電
力
量
計
を
操
作
し
使
用
量
よ
り
少
な
い
電

力
量
を
指
示
）。

（
27
）
大
判
大
正
三
年
一
二
月
三
日
刑
録
二
〇
輯
二
三
二
二
頁
。

（
28
）
大
阪
地
判
昭
和
六
三
年
七
月
二
一
日
判
時
一
二
八
六
号
一
五
三
頁
。

（
29
）
宮
本
英
脩⽝
刑
法
大
綱
⽞（
一
九
三
五
年
）四
一
一
頁
、木
村
亀
二⽝
刑

法
各
論
⽞（
一
九
三
八
年
）
七
七
頁
。

（
30
）
団
藤
・
各
論
五
三
八
頁
。

（
31
）
団
藤
・
各
論
五
三
八
頁
、
佐
久
間
修
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
二
版
・
二
〇

一
二
年
）
一
五
六
頁
。

（
32
）
小
野
清
一
郎
⽝
刑
法
講
義
各
論
⽞（
新
訂
三
版
・
一
九
五
〇
年
）
二
二

四
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
一
四
六
頁
、
西
田
・
前
掲
書
一
三
〇
頁
、
山
口
・

前
掲
書
一
六
八
頁
、
林
・
前
掲
書
一
二
七
頁
、
山
中
敬
一
⽝
刑
法
各
論
⽞

（
第
三
版
・
二
〇
一
五
年
）
二
四
五
頁
。

（
33
）
な
お
、
朝
日
新
聞
平
成
二
三
年
七
月
一
四
日
朝
刊
群
馬
全
県
・
二
地

方
三
四
頁
⽛
放
射
線
・
放
射
性
物
質
、
人
体
へ
の
影
響
は
？

県
民
健

康
科
学
大
・
杉
野
講
師
に
聞
く
／
群
馬
県
⽜、
週
刊
ア
エ
ラ
平
成
二
三
年

七
月
二
五
日
号
二
六
頁
⽛⽝
放
射
能
温
泉
⽞
本
当
の
効
能

身
体
に
い
い

の
か
、
悪
い
の
か
⽜
参
照
。

（
34
）
団
藤
・
各
論
五
三
八
頁
。
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